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地方版図柄入りナンバープレート導入要綱 

【既存の地域名表示での導入編】 

平 成 ２ ９ 年 ５ 月 

国土交通省自動車局 

 

■ 趣旨等 

これまで、国土交通省においては、自動車登録番号標及び車両番号標（以下 

「ナンバープレート」という。）の多角的な活用を図る観点から、ナンバープレー

トの一連指定番号の４桁の数字を自動車ユーザーの希望に応じて選択すること

ができる「希望番号制」の導入（平成 10 年）や地域振興や観光振興に活用する 

観点から、地域の要望に応じて追加的に新たな地域名を定める「ご当地ナンバー」

の導入（平成 18 年（第一弾）、平成 26 年（第二弾））の取組みを進めてきた。 
こうした中で、地方からの図柄入りナンバープレートの導入に関する要望や 

関心の高さ、諸外国での活用事例等を踏まえつつ、ナンバープレートのさらなる

多角的な活用を推進するため、地方版図柄入りナンバープレートを交付すること

を可能としたところである。 
この地方版図柄入りナンバープレートは、地方公共団体より、各地域にちなん

だ特色ある図柄の提案が行われることにより導入されるものであり、導入の基準、

導入申込みにあたっての手続き等は、本要綱に定めるところによるものとする。 

１ 図柄の基準 

地方版図柄入りナンバープレートは、以下の各項目を満たすものであること。 

（１） 交付地域の単位 

次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。 

① 既存の地域名表示（自動車登録規則（昭和45年運輸省令第７号）第13条

第１項第１号の規定に基づき表示する文字をいう。以下同じ。）を単位

としたものであること。 

② 提案主体となる地方公共団体の広がりによって、既存の地域名表示の 

単位をまたがって同一の図柄を提案する場合にあっては、当該図柄を 

導入するすべての地域名表示を単位とするものであること。 

（２） ナンバープレートの種類 

地方版図柄入りナンバープレートは、寄付金あり、寄付金なしの２種類と

する。 

（３） 図柄の種類 

図柄は地域名表示毎に１種類とし、寄付金ありと寄付金なしは色彩で区分し、
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寄付金ありはフルカラー、寄付金なしはモノトーンとする。 

（４） 対象とする車種及びナンバープレート 

登録自動車（道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号）第 13 条に規定 

する登録自動車をいう。以下同じ。）及び軽自動車（同法第 59 条に規定する

検査対象軽自動車をいう。以下同じ。）であって、希望番号制度の対象となる

もののうち、次に掲げる用途及びナンバープレートを対象とするものである

こと。 
 用途 ナンバープレート 

登録自動車 自家用及び事業用 大型番号標及び中型番号標 

軽自動車 自家用 中型番号標 

（５） 図柄の選定基準 

次に掲げる選定基準を満たしていること。 

   ① 次に掲げるすべての要件を満たすものであること。 

・ 図柄の選考に当たり、地域住民の意向が踏まえられていること 

・ その地域の特色を表現し、地域振興・観光振興に資するものであること 

・ ナンバープレートとしての視認性が十分確保されていること 

・ 自動車登録番号（道路運送車両法第９条に規定する自動車登録番号を 

いう。以下同じ。）の書体や大きさ等を定める道路運送車両法施行規則  

（昭和 26 年運輸省令第 74 号）第１号様式を変更するものでないこと 

・ 製造工程上の技術的な制約を回避できるものであること 

② 次に掲げるすべての要件に該当しないものであること。 

・ 政党その他の政治団体、宗教に関連するものであること（ただし、歴史

的、文化的又は美術的な価値を有するものその他ナンバープレートの 

図柄とすることにつき、広く国民の理解を得られるようなものを除く。） 

・ 特定の企業の営利活動を目的とするものであること（ただし、その地域

に関連するものであって、当該地域住民に広く受け入れられているもの

を除く。） 

・ 個人、団体の名誉を傷つけるおそれがあるものであること 

・ 国の利益や他国又は国際機関との信頼関係が損なわれるものであること 

・ 特定の人物をモチーフとするものであること（ただし、国民に広く   

親しまれ、歴史的にもその評価が定まっている人物を表象するものを 

除く。） 

・ 他者の権利（商標登録など）を侵すものであること 

・ 公序良俗に反するおそれがあるものであること 

・ その他ナンバープレートの公的な性格にふさわしくないものであること 
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２ 図柄の提案 

（１） 国土交通省に対する図柄の提案方法 

次に掲げる要件のいずれかを満たす提案主体が行うものとする。 

① 提案に係る図柄を導入する地域名表示に包含される地域に複数の市区町

村が存する場合 提案に係る図柄を導入する地域名表示に包含される 

すべての市区町村が合意した上で、当該市区町村が共同で提案するもの

であって、共同提案を行う市区町村に導入意向表明書を提出した   

市区町村が含まれていること。 

② 提案に係る図柄を導入する地域名表示が単独の市区町村で構成されて 

いる場合 提案に係る図柄を導入する地域名表示を構成する市区町村が

提案するものであって、導入意向表明書を提出していること。 

③ 都道府県の地理的範囲が地域名表示の範囲と一致する場合など ２（１）

①によるほか、提案に係る図柄を導入する地域名表示に包含される  

すべての市区町村の同意を得た上で、都道府県が提案するものであって、

当該都道府県が導入意向表明書を提出していること、又は同意を得る市

区町村に導入意向表明書を提出した市区町村が含まれていること。 

（２） 図柄の提案に当たっての地域住民の意向の把握 

提案主体は、アンケート、ヒアリング等により地域住民の意向を把握した

上で、国土交通大臣に図柄の提案を行うこと。 

３ 申込手続き 
 

地方版図柄入りナンバープレートの導入は、当該地域の住民や自動車ユーザー

の意向であることが前提であり、地域名表示に包含されるすべての市区町村の 

合意があることが必要である。このため、申込みにあたっての手続きについては、

以下のとおりとする。 
 

（１）導入意向の表明 
 

①  地方版図柄入りナンバープレートの導入意向のある地方公共団体は、 

導入意向表明書を国土交通大臣に提出するものとする。 

②  導入意向表明書は、別紙様式１を参考に作成し、当該地域名表示を管轄  

する地方運輸局又は沖縄総合事務局（申込が２つ以上の地域名表示にまた

がり、管轄する地方運輸局又は沖縄総合事務局（以下「地方運輸局等」と 

いう。）が２つ以上ある場合には、いずれかの地方運輸局等）を経由して、 

国土交通大臣に提出するものとする。 
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（２）導入申込み 
 

①  市区町村による共同申込みの場合 

(ア) 提案に係る図柄を導入する地域名表示に包含されるすべての市区町村

が合意した上で、共同で、導入申込書を国土交通大臣に提出するものと

する。 

(イ) 導入申込書は、別紙様式２を参考に作成し、３（１）②と同様に国土  

交通大臣に提出するものとする。 

②  市区町村による単独申込みの場合（地域名表示が単独の市区町村で構成

されている場合に限る。） 

（ア）提案に係る図柄を導入する地域名表示を構成する市区町村が導入申込書

を国土交通大臣に提出するものとする。 

（イ）導入申込書は、別紙様式２を参考に作成し、３（１）②と同様に国土   

交通大臣に提出するものとする。 

③  都道府県による申込みの場合 

(ア) 都道府県の地理的範囲が地域名表示の範囲と一致する場合などに  

おいては、３（２）①（市区町村による共同申込み）によるほか、申込

みに係る図柄を導入する地域名表示に包含されるすべての市区町村 

の同意を得た上で、当該市区町村を管轄する都道府県が導入申込書を 

国土交通大臣に提出することも可能とする。 

(イ) 導入申込書は、別紙様式２を参考に作成し、３（１）②と同様に国土  

交通大臣に提出するものとする。 

（３）導入地域候補の選定 

国土交通大臣は、地方公共団体からの導入申込みを受付した時は、当該 

地方公共団体を導入地域候補とする。 

（４）導入地域候補からの図柄等の提案 

①  導入地域候補に選定された地方公共団体は、図柄等に係る提案書及び 

電子媒体を国土交通大臣に提出するものとする。 

②  図柄の提案に際しては、フルカラーの図柄のみの提案であっても差し 

支えないものとする。この場合にあっては、国土交通省において、フル   

カラーの図柄を元にモノトーンの図柄を作成することとする。 

③  提案書及び電子媒体は、別紙様式３－１及び３－２を参考に作成し、 

３（１）②と同様に国土交通大臣に提出するものとする。 
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④  電子媒体は、別添「地方版図柄入りナンバープレート データ作成に 

ついて」に従い作成した図柄をCD-ROM又はDVD-ROMに記録の上、国土交通

大臣に提出するものとする。 

４ 審査 
 

①  国土交通大臣は、地方版図柄入りナンバープレートの導入決定にあたり、

有識者審査会を開催し、導入の可否を検討するものとする。 

②  有識者審査会では、提案した地方公共団体から意見聴取を求める場合が 

あるものとする。 

③  国土交通大臣は、有識者審査会の結果を踏まえ、導入する地方版図柄 

入りナンバープレートを決定するものとする。 

④  国土交通大臣は、関係する団体との調整を行った上で、導入時期等を 

決定するものとする。 

５ その他留意事項 
 

①  提案された図柄の色合いについては、視認性を確保するため、国土交

通省と提案した地方公共団体と調整の上、修正することがある。 

②  商標権等に問題が生じた場合には、提案した地方公共団体と調整の上、 

決定又は交付を取り消すことがある。 

③  地方版図柄入りナンバープレートの導入が決定した地方公共団体は、  

地方版図柄入りナンバープレートの交付、寄付金の募集等について地域の 

自動車ユーザーに周知を行うこととする。 

６ 寄付金の管理・配分 

 （１）寄付金の管理・配分方法 
 

①  寄付金は、交付代行者が指定する公益財団法人が管理・配分するものと

する。 

②  寄付金は、対象地域の地域交通のサービス改善、観光振興などに活用 

するものとする。 

③  寄付金の使途の選定に当たっては、対象地域毎に協議会を設置し、  

具体的事業の内容の検討と対象事業者の選定を行うものとする。 

④  協議会には、対象地域の地方公共団体が中心となり、地方運輸局、交通  

事業者、観光事業者などが参画するものとする。 
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⑤  寄付金の管理・配分を行う者は、寄付金の使途の透明性・公平性を確保

するとともに、効果的な配分を行うため、定期的に事業の成果をとりまと

め、第三者機関に報告し、意見を聴き、今後の運営に反映させる。また、

第三者機関の運営にあたっては、地方公共団体に意見を表明する機会を与

える等、地域のニーズをくみ取ることとする。 

（２）受領証明書の発行 
 

自動車ユーザーが寄付を行いやすくするため、寄付をナンバープレートの 

交付申請と同時に行うことを可能とし、寄付金に係る税制上の特例措置が  

受けられるよう、寄付に対する受領証明書を発行する。 

７ スケジュール 
 

①  導入意向表明書の提出は、平成 29 年８月 16 日から平成 29 年８月 31 日

までの間に行うものとする。 

②  導入申込書の提出は、平成29 年９月 15 日から平成29年９月 29日までの

間に行うものとする。 

③  導入地域候補からの図柄等の提案は、平成 29 年 11 月 16 日から平成  

29 年 12 月１日までの間に行うものとする。 

④  提案された図柄等は、有識者審査会による審査及び視認性確認を踏まえ

平成 30 年７月頃に決定するものとする。 

⑤  地方版図柄入りナンバープレートの交付は、平成 30 年 10 月頃を目途と

する。 
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平成  年  月  日 

 

 

国土交通大臣 殿 

 

 

市区町村（都道府県）名      

 

 

地方版図柄入りナンバープレート導入意向表明書 

 

標記の地方版図柄入りナンバープレートの導入にあたって、「地方版図柄入り

ナンバープレート導入要綱」に基づき、下記のとおり提出します。 

 

 

記 

 
 
１．提案する図柄の地域名表示 

 

 

 

２．導入する理由 

 

 

 

３．１．の地域名表示に包含される市区町村との調整状況 

   

   

   

以  上 

  

様式１ 
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平成  年  月  日 

 

 

国土交通大臣 殿 

 

 

市区町村（都道府県）名      

 

 

地方版図柄入りナンバープレート導入申込書 

 

標記の地方版図柄入りナンバープレートの導入にあたって、「地方版図柄入り

ナンバープレート導入要綱」に基づき、下記事項を記載した関係書類を添えて 

提出します。 

 

 

記 

 
 
１．提案する図柄の地域名表示 

 

 

 

２．導入する理由 

 

 

 

３．導入に合意した市区町村又は都道府県の提案にあっては同意した市区町村 

   

   

   

４．市区町村の合意等に至るまでの経緯 

 

 

 

以  上 

様式２ 
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平成  年  月  日 

 

 

国土交通大臣 殿 

 

 

市区町村（都道府県）名      

 

 

地方版図柄入りナンバープレートの図柄に関する提案書 

 

標記の地方版図柄入りナンバープレートの導入にあたって、「地方版図柄入り

ナンバープレート導入要綱」に基づき、下記事項を記載した関係書類を添えて 

提出します。 

 

 

記 

 
 
１．提案する図柄の地域名表示 

 

 

 

２．提案の概要 

様式３－２のとおり 

 

（※）必要に応じて参考とする資料等を添付してください。 

 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

様式３－１ 
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提案の概要 

 

担
当
者
連
絡
先 

市区町村名 

（都道府県名） 
 

所属部署名(役職)  

氏   名  

電話番号(直通) －  －  （  －  －  ） 

E-mail  

 

Ⅰ．図柄 

１．提案する図柄の地域名 

表示 

 

２．図柄のコンセプト  

３．図柄の選定方法 

(具体的に記載願います) 

※具体的な選定方法を記載してください。 

４．図柄の商標権・著作権等

の保持又は使用に至るま

での経緯（記載又は資料を

添付願います） 

 

５．提案する図柄 別紙のとおり 

※図柄は中型標板の前部ナンバープレートを自家用・

事業用ごとにＡ４サイズの用紙に印刷して 

ください。 

Ⅱ．寄付金の活用 

１．寄付金を充てる事業の

範囲 

※募集する寄付金の一組当たりの最低額、実施する 

事業の内容、必要性等を記載 

 

  

様式３－２ 
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Ⅲ．その他、地域住民の具体的ニーズ等の状況等 

１．地域住民のニーズ等の

内容 

ア． 

図柄 

 

※アンケートの実施及び結果、自動車ユーザ

ーが取り付けたいかどうかの需要の見込み、

図柄入りナンバープレート導入に関する地

域住民の賛否、提案する図柄に対する賛成割

合等を記載又は添付してください。 

イ． 

寄付金 

 

寄付金の活用方法に関する地域住民の賛否

等を記載又は添付してください。 

２．その他 その他参考となる事項がある場合に記載してくださ

い。 

 

 



                                      別 添 

地方版図柄入りナンバープレート データ作成について 

 
 データファイルのフォーマットについて 

 データは、Adobe Illustrator® バージョン CS 以上、CC以下を使用して、所定のフォーマッ

トに作成してください。データの保存は AI形式で保存してください。 

 
 

 Illustrator のカラーモードは CMYK カラーで作成してください。 

 
  

保存時のファイルの種類は AIを選択 

ファイル→ドキュメントのカラーモード

→ CMYK カラー 

カラーウィンドウ → CMYK 



                                      別 添 

 注意事項 

 提案する図柄については、良好な画質を得るために、少なくとも 350dpi 以上（画像のファイ

ルサイズとしては 200MB 以上）の解像度を推奨します。 

 

 提案する図柄の所定様式に直接デザインを行わず、提案する図柄に完成した画像を組み込ん

だ場合には、当該画像の実データ（PSD や TIFF 等、圧縮していないもの）を同時に提出して

ください。 

 

 図柄内に文字が入る場合は、アウトライン化をしてください。 
 

 
 サイズの指定 

中型標板 [実寸] W330mm×H165mm 

  [版下：塗り足し天地左右 各 5mm を含むサイズ] W340mm×H175mm 

大型標板 [実寸] W440mm×H220mm 

  [版下：塗り足し天地左右 各 5mm を含むサイズ] W450mm×H230mm 

 

 図柄枠内において、地方版図柄入りナンバープレートの視認性を確保するため、色の濃淡や

色調の変更のためなど、必要に応じて提案した地方自治体に修正を依頼する場合があります。

また、国土交通省が補作・修正する場合があります。 

 

 作画位置については、地域名表示の左側部分（地域名表示の文字の下限を左に伸ばした延長

線よりも上の部分）を除いた部分とします。 

 

 中型標板と大型標板の図柄は共通のものとします。 

 

 様式のデータについては、地方運輸局より提案を想定している地方自治体に提供いたします。 
 

書式 → アウトラインを作成 



                                      別 添 

 
 

地方版図柄入りナンバープレート サイズ 

 
 中型標板（自家用） 前部ナンバープレート（ビス穴×2 ヶ所） 

 

 
 

 中型標板（自家用） 後部ナンバープレート（封印×1ヶ所、ビス穴×1 ヶ所） 

 

 
  



                                      別 添 

 
 大型標板（自家用） 前部ナンバープレート（ビス穴×4 ヶ所） 

 

 
 
 

 大型標板（自家用） 後部ナンバープレート（封印×1ヶ所、ビス穴×3 ヶ所） 
 

 
 
  



                                      別 添 

 
 中型標板（事業用） 前部ナンバープレート（ビス穴×2 ヶ所） 

 

 
 
 

 中型標板（事業用） 後部ナンバープレート（封印×1ヶ所、ビス穴×1 ヶ所） 

 

  
 
  



                                      別 添 

 
 大型標板（事業用） 前部ナンバープレート（ビス穴×4 ヶ所） 

 

 
 
 

 大型標板（事業用） 後部ナンバープレート（封印 1ヶ所、ビス穴×3ヶ所） 

 

 
 


